
昭
和
三
十
五
年
労
働
省
令
第
六
号

じ
ん
肺
法
施
行
規
則

じ
ん
肺
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
八
条
）

第
二
章
　
健
康
管
理
（
第
九
条―

第
二
十
九
条
）

第
三
章
　
削
除

第
四
章
　
雑
則
（
第
三
十
三
条―

第
三
十
八
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
合
併
症
）

第
一
条
　
じ
ん
肺
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
合
併
症
は
、
じ
ん
肺
管
理
区
分
が
管
理
二
又
は
管
理
三
と
決
定
さ
れ
た
者
に
係
る
じ
ん
肺
と
合
併
し
た
次
に
掲
げ
る
疾
病
と
す
る
。

一
　
肺
結
核

二
　
結
核
性
胸
膜
炎

三
　
続
発
性
気
管
支
炎

四
　
続
発
性
気
管
支
拡
張
症

五
　
続
発
性
気
胸

六
　
原
発
性
肺
が
ん

（
粉
じ
ん
作
業
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
粉
じ
ん
作
業
は
、
別
表
に
掲
げ
る
作
業
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書

の
認
定
を
受
け
た
作
業
を
除
く
。

第
三
条
　
削
除

（
胸
部
に
関
す
る
臨
床
検
査
）

第
四
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
胸
部
に
関
す
る
臨
床
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
調
査
及
び
検
査
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
既
往
歴
の
調
査

二
　
胸
部
の
自
覚
症
状
及
び
他
覚
所
見
の
有
無
の
検
査

（
肺
機
能
検
査
）

第
五
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
肺
機
能
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
検
査
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
ス
パ
イ
ロ
メ
ト
リ
ー
及
び
フ
ロ
ー
ボ
リ
ュ
ー
ム
曲
線
に
よ
る
検
査

二
　
動
脈
血
ガ
ス
を
分
析
す
る
検
査

２
　
前
項
第
二
号
の
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
前
項
第
一
号
の
検
査
又
は
前
条
の
検
査
の
結
果
、
じ
ん
肺
に
よ
る
著
し
い
肺
機
能
の
障
害
が
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二
　
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
の
像
が
第
三
型
又
は
第
四
型
（
じ
ん
肺
に
よ
る
大
陰
影
の
大
き
さ
が
一
側
の
肺
野
の
三
分
の
一
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
と
認
め
ら
れ
る
者

（
結
核
精
密
検
査
）

第
六
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
結
核
精
密
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
検
査
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
一
部
の
検
査
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
結
核
菌
検
査

二
　
エ
ッ
ク
ス
線
特
殊
撮
影
に
よ
る
検
査

三
　
赤
血
球
沈
降
速
度
検
査

四
　
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査

（
肺
結
核
以
外
の
合
併
症
に
関
す
る
検
査
）

第
七
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
検
査
の
う
ち
医
師
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
結
核
菌
検
査

二
　
た
ん
に
関
す
る
検
査

三
　
エ
ッ
ク
ス
線
特
殊
撮
影
に
よ
る
検
査

（
肺
機
能
検
査
の
免
除
）

第
八
条
　
法
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
第
六
条
の
検
査
の
結
果
、
肺
結
核
に
か
か
つ
て
い
る
と
診
断
さ
れ
た
者
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二
　
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
調
査
及
び
検
査
、
第
四
条
の
検
査
又
は
前
条
の
検
査
の
結
果
、
じ
ん
肺
の
所
見
が
あ
り
、
か
つ
、
第
一
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
と
診
断
さ
れ
た
者

第
二
章
　
健
康
管
理

（
就
業
時
健
康
診
断
の
免
除
）

第
九
条
　
法
第
七
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
労
働
者
は
、
次
に
掲
げ
る
労
働
者
と
す
る
。

一
　
新
た
に
常
時
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前
に
常
時
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
べ
き
職
業
に
従
事
し
た
こ
と
が
な
い
労
働
者

二
　
新
た
に
常
時
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前
一
年
以
内
に
じ
ん
肺
健
康
診
断
を
受
け
て
、
じ
ん
肺
の
所
見
が
な
い
と
診
断
さ
れ
、
又
は
じ
ん
肺
管
理
区
分
が
管
理
一
と
決
定
さ
れ
た
労
働
者

三
　
新
た
に
常
時
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前
六
月
以
内
に
じ
ん
肺
健
康
診
断
を
受
け
て
、
じ
ん
肺
管
理
区
分
が
管
理
三
ロ
と
決
定
さ
れ
た
労
働
者

（
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
一
部
省
略
）

第
十
条
　
事
業
者
は
、
法
第
七
条
か
ら
第
九
条
の
二
ま
で
の
規
定
に
よ
り
じ
ん
肺
健
康
診
断
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
じ
ん
肺
健
康
診
断
を
行
う
日
前
三
月
以
内
に
法
第
三
条
第
一
項
各
号
の
検
査
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
行
つ

た
と
き
、
又
は
労
働
者
が
当
該
じ
ん
肺
健
康
診
断
を
行
う
日
前
三
月
以
内
に
当
該
検
査
を
受
け
、
当
該
検
査
に
係
る
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
若
し
く
は
検
査
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
事
業
者
に
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
検
査
に
相
当

す
る
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
事
業
者
は
、
次
条
第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
に
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
じ
ん
肺
健
康
診
断
を
行
う
場
合
に
は
、
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六
条
及
び
第
七
条
第
一
号
の
検
査
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
定
期
外
健
康
診
断
の
実
施
）

第
十
一
条
　
法
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

一
　
合
併
症
に
よ
り
一
年
を
超
え
て
療
養
し
た
労
働
者
が
、
医
師
に
よ
り
療
養
を
要
し
な
く
な
つ
た
と
診
断
さ
れ
た
と
き
（
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

二
　
常
時
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
さ
せ
た
こ
と
の
あ
る
労
働
者
で
、
現
に
粉
じ
ん
作
業
以
外
の
作
業
に
常
時
従
事
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
じ
ん
肺
管
理
区
分
が
管
理
二
で
あ
る
労
働
者
が
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労

働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
五
条
の
健
康
診
断
（
同
令
第
四
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
項
目
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
肺
が
ん
に
か
か
つ
て
い
る
疑
い
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
と
き
以
外
の

と
き
。

（
離
職
時
健
康
診
断
の
対
象
と
な
る
労
働
者
の
雇
用
期
間
）

第
十
二
条
　
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。

（
事
業
者
に
よ
る
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
等
の
提
出
の
手
続
）

第
十
三
条
　
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
提
出
書
に
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
及
び
様
式
第
三
号
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
添
え
て
、
当
該
作
業
場
の
属

す
る
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
法
第
七
条
か
ら
第
九
条
の
二
ま
で
の
規
定
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
診
断
を
そ
の
一
部
を
省
略
し
て
行
つ
た
事
業
者
は
、
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
及
び
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
提

出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
省
略
し
た
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
一
部
に
相
当
す
る
検
査
に
係
る
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
又
は
当
該
検
査
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
等
の
命
ず
る
検
査
の
範
囲
）

第
十
五
条
　
法
第
十
三
条
第
三
項
（
法
第
十
五
条
第
三
項
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
範
囲
内
の
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
の
範
囲
内
の
検
査
と
す
る
。

一
　
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
検
査

二
　
肺
気
量
測
定
検
査

三
　
換
気
力
学
検
査

四
　
ガ
ス
交
換
機
能
検
査

五
　
負
荷
に
よ
る
肺
機
能
検
査

六
　
心
電
計
に
よ
る
検
査

（
じ
ん
肺
管
理
区
分
の
決
定
の
通
知
）

第
十
六
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
（
法
第
十
五
条
第
三
項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
じ
ん
肺
管
理
区
分
決
定
通
知
書

（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
　
法
第
十
四
条
第
二
項
（
法
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
じ
ん
肺
管
理
区
分
等
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
通
知
の
対
象
と
な
る
労
働
者
で
あ
つ
た
者
）

第
十
八
条
　
法
第
十
四
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
労
働
者
で
あ
つ
た
者
は
、
当
該
事
業
者
に
使
用
さ
れ
て
い
る
間
に
そ
の
者
に
つ
い
て
決
定
さ
れ
た
じ
ん
肺
管
理
区
分
及
び
そ
の
者
が
留
意
す
べ
き
事
項
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
な
く
離
職
し
た
者
と
す
る
。

（
通
知
の
事
実
を
記
載
し
た
書
面
の
作
成
）

第
十
九
条
　
事
業
者
は
、
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
し
た
と
き
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
労
働
者
が
当
該
通
知
を
受
け
た
旨
を
記
入
し
、
か
つ
、
署
名
又
は
記
名
押
印
を
し
た
書
面
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
随
時
申
請
の
手
続
）

第
二
十
条
　
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
じ
ん
肺
管
理
区
分
決
定
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
（
常
時
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
で
あ
つ
た
者
（
事
業
場
に

お
い
て
現
に
粉
じ
ん
作
業
以
外
の
作
業
に
常
時
従
事
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
常
時
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
）

に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
五
条
第
二
項
（
法
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
等
の
提
出
命
令
の
手
続
）

第
二
十
一
条
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
書
面
で
行
う
も
の
と
す
る
。

（
記
録
の
作
成
及
び
保
存
等
）

第
二
十
二
条
　
事
業
者
は
、
法
第
七
条
か
ら
第
九
条
の
二
ま
で
の
規
定
に
よ
り
じ
ん
肺
健
康
診
断
を
行
つ
た
と
き
、
又
は
法
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
及
び
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
が

提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
じ
ん
肺
健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
を
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
同
項
の
記
録
及
び
当
該
じ
ん
肺
健
康
診
断
に
係
る
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
に
つ
い
て
は
、
病
院
、
診
療
所
又
は
医
師
が
保
存
し
て
い
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
結
果
の
通
知
）

第
二
十
二
条
の
二
　
事
業
者
は
、
法
第
七
条
か
ら
第
九
条
の
二
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
じ
ん
肺
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
当
該
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
請
求
書
の
記
載
事
項
）

第
二
十
三
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
決
定
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
法
第
十
九
条
第
七
項
の
利
害
関
係
者
の
氏
名
及
び
住
所

（
審
査
請
求
書
に
添
付
す
べ
き
物
件
）

第
二
十
四
条
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
審
査
請
求
書
の
正
本
に
は
、
当
該
決
定
に
係
る
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
及
び
次
に
掲
げ
る
物
件
並
び
に
証
拠
と
な
る
物
件
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面

二
　
法
第
十
三
条
第
三
項
（
法
第
十
五
条
第
三
項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
て
行
つ
た
検
査
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面

（
利
害
関
係
者
）

第
二
十
五
条
　
法
第
十
九
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
利
害
関
係
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
審
査
請
求
人
が
労
働
者
又
は
労
働
者
で
あ
つ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
業
者
又
は
事
業
者
で
あ
つ
た
者

二
　
審
査
請
求
人
が
事
業
者
又
は
事
業
者
で
あ
つ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
又
は
労
働
者
で
あ
つ
た
者

三
　
審
査
請
求
人
が
前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
又
は
労
働
者
で
あ
つ
た
者
及
び
当
該
事
業
者
又
は
事
業
者
で
あ
つ
た
者

（
転
換
の
勧
奨
）

第
二
十
六
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
は
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
書
面
で
行
う
も
の
と
す
る
。

（
転
換
の
通
知
）

第
二
十
七
条
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
し
て
書
面
で
行
う
も
の
と
す
る
。

（
転
換
の
指
示
）

第
二
十
八
条
　
法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
書
面
で
行
う
も
の
と
す
る
。

（
転
換
手
当
の
免
除
）

第
二
十
九
条
　
法
第
二
十
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
診
断
（
法
第
七
条
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
診
断
を
含
む
。
）
を
受
け
て
、
じ
ん
肺
管
理
区
分
が
決
定
さ
れ
る
前
に
常
時
粉
じ
ん
作

業
に
従
事
し
な
く
な
つ
た
と
き
、
又
は
じ
ん
肺
管
理
区
分
が
決
定
さ
れ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
常
時
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

二
　
新
た
に
常
時
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
常
時
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
し
な
く
な
つ
た
と
き
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三
　
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
休
業
そ
の
他
そ
の
事
由
が
や
ん
だ
後
に
従
前
の
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
事
由
に
よ
り
常
時
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

四
　
天
災
地
変
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
離
職
し
た
と
き
。

五
　
労
働
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
解
雇
さ
れ
た
と
き
。

六
　
定
年
そ
の
他
労
働
契
約
を
自
動
的
に
終
了
さ
せ
る
事
由
（
労
働
契
約
の
期
間
の
満
了
を
除
く
。
）
に
よ
り
離
職
し
た
と
き
。

七
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
き
。

第
三
章
　
削
除

第
三
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
　
削
除
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第
四
章
　
雑
則

（
指
針
の
公
表
）

第
三
十
三
条
　
法
第
三
十
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
は
、
当
該
指
針
の
名
称
及
び
趣
旨
を
官
報
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
針
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
及
び
都
道
府
県
労
働
局
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
粉
じ
ん
対
策
指
導
委
員
及
び
じ
ん
肺
診
査
医
の
任
期
）

第
三
十
四
条
　
都
道
府
県
労
働
局
に
置
か
れ
る
粉
じ
ん
対
策
指
導
委
員
及
び
非
常
勤
の
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
じ
ん
肺
診
査
医
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

２
　
前
項
の
粉
じ
ん
対
策
指
導
委
員
及
び
じ
ん
肺
診
査
医
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
粉
じ
ん
対
策
指
導
委
員
及
び
じ
ん
肺
診
査
医
は
、
後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
そ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
証
票
）

第
三
十
五
条
　
法
第
四
十
条
第
二
項
の
証
票
は
様
式
第
七
号
に
、
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
証
票
は
労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
様
式
第
十
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
労
働
基
準
監
督
署
長
及
び
労
働
基
準
監
督
官
）

第
三
十
六
条
　
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
　
労
働
基
準
監
督
官
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
法
に
基
づ
く
立
入
検
査
、
司
法
警
察
員
の
職
務
そ
の
他
の
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
報
告
）

第
三
十
七
条
　
事
業
者
は
、
毎
年
、
十
二
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
じ
ん
肺
に
関
す
る
健
康
管
理
の
実
施
状
況
を
、
翌
年
二
月
末
日
ま
で
に
、
様
式
第
八
号
に
よ
り
当
該
作
業
場
の
属
す
る
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準

監
督
署
長
を
経
由
し
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
ほ
か
、
じ
ん
肺
に
関
す
る
予
防
及
び
健
康
管
理
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長
か
ら
要
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、

当
該
事
項
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
等
）

第
三
十
八
条
　
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
し
て
行
わ
れ
る
申
請
書
、
報
告
書
等
の
提
出
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
の
提
出
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
労
務
士
又
は

社
会
保
険
労
務
士
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
社
会
保
険
労
務
士
等
」
と
い
う
。
）
が
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
申
請
書
の
提
出
等
を
当
該
申
請
書
の
提
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に

代
わ
つ
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
社
会
保
険
労
務
士
等
が
当
該
申
請
書
の
提
出
等
を
代
行
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録
を
当
該
申
請
書
の
提
出
等
と
併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
を
も

つ
て
、
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
署
名
を
行
い
、
同

項
各
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
当
該
申
請
書
の
提
出
等
と
併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
二
九
日
労
働
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
二
月
九
日
労
働
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
五
月
二
一
日
労
働
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　
昭
和
四
十
九
年
五
月
二
十
五
日

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
一
四
日
労
働
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
三
月
二
八
日
労
働
省
令
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
四
号
の
証
票
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
七
号
の
証
票
と
み
な
す
。

第
三
条
　
昭
和
五
十
三
年
に
係
る
様
式
第
八
号
に
よ
る
じ
ん
肺
に
関
す
る
健
康
管
理
の
実
施
状
況
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
同
様
式
中
「
本
年
中
」
と
あ
る
の
は
、
「
昭
和
五
十
三
年
三
月
末
日
か
ら
同
年
十
二
月
末
日
ま
で
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
二
五
日
労
働
省
令
第
一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
粉
じ
ん
作
業
の
範
囲
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
、
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
粉
じ
ん
作
業
に
該
当
し
改
正
後
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条

に
規
定
す
る
粉
じ
ん
作
業
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
作
業
（
以
下
「
旧
粉
じ
ん
作
業
」
と
い
う
。
）
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
粉
じ
ん
作
業
は
、
同
条
の
粉
じ
ん

作
業
と
す
る
。

（
非
粉
じ
ん
作
業
認
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
、
旧
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
非
粉
じ
ん
作
業
認
定
申
請
書
に
係
る
旧
規
則
別
表
第
二
第
十
三
号
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
七
月
二
二
日
労
働
省
令
第
二
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
四
号
及
び
第
六
号
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
四
号
及
び
第
六
号
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
九
日
労
働
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
月
一
四
日
労
働
省
令
第
二
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
一
八
日
労
働
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
非
粉
じ
ん
作
業
の
認
定
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
じ
ん
肺
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
定
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
以
下
「
新
粉
じ
ん
則
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
定
及
び
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
第
二
条
た
だ
し
書
の
認
定
と
み
な
し
、
旧
じ
ん
肺
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
非
粉
じ
ん
作
業
認

定
申
請
書
は
、
新
粉
じ
ん
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
粉
じ
ん
作
業
非
該
当
認
定
申
請
書
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
労
働
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
労
働
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
地
方
分
権
推
進
整
備
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

準
用
す
る
他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
が
行
つ
た
許
可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は

地
方
分
権
推
進
整
備
法
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
許
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以

下
「
申
請
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
で
、
地
方
分
権
推
進
整
備
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
地
方
分
権
推
進
整
備
法
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
規
定
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局
長
が
行
う
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
地
方
分
権
推
進
整
備
法
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ

ぞ
れ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局
長
が
し
た
処
分
等
の
行
為
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
し

て
さ
れ
た
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
申
請
等
の
行
為
で
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相

当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。
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第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
又
は
職
員
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前

に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
又
は
職
員
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ

い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式
に

よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
　
平
成
一
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
令
（
以
下
「
本
部
令
」
と
い
う
。
）
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
本
部
令
の
効
力
）

第
二
条
　
こ
の
本
部
令
は
、
そ
の
施
行
の
日
に
、
中
央
省
庁
等
改
革
の
た
め
の
厚
生
労
働
省
組
織
関
係
命
令
の
整
備
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）
と
な
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
労
働
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式
に

よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
九
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
及
び
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
管
理
実

施
状
況
報
告
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
及
び
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
管
理
実
施
状
況
報
告
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
申
請
書
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
診
断
結
果
証
明
書
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働

安
全
衛
生
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
及
び
同
令
様
式
第
九
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
に
よ
る
健
康
診
断
実
施
報
告
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
じ
ん

肺
健
康
診
断
結
果
証
明
書
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
及
び
同
令
様
式
第
九
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
に
よ
る
健
康
診
断
実
施
報
告
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式

に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
管
理
実
施
状
況
報
告
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
じ
ん
肺

法
施
行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
管
理
実
施
状
況
報
告
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
申
請
書
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
八
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
管
理
実
施
状
況
報
告
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
じ
ん
肺
法
施

行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
管
理
実
施
状
況
報
告
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
申
請
書
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
四
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
管
理
実
施
状
況
報
告
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
じ
ん
肺
法
施

行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
管
理
実
施
状
況
報
告
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
報
告
書
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
〇
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
報
告
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
報
告

と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

一
　
土
石
、
岩
石
又
は
鉱
物
（
以
下
「
鉱
物
等
」
と
い
う
。
）
（
湿
潤
な
土
石
を
除
く
。
）
を
掘
削
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
（
次
号
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。

イ
　
坑
外
の
、
鉱
物
等
を
湿
式
に
よ
り
試

す
い錐

す
る
場
所
に
お
け
る
作
業

ロ
　
屋
外
の
、
鉱
物
等
を
動
力
又
は
発
破
に
よ
ら
な
い
で
掘
削
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業

一
の
二
　
ず
い
道
等
（
ず
い
道
及
び
た
て
坑
以
外
の
坑
（
採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
部
の
、
ず
い
道
等
の
建
設

の
作
業
の
う
ち
、
鉱
物
等
を
掘
削
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業

二
　
鉱
物
等
（
湿
潤
な
も
の
を
除
く
。
）
を
積
載
し
た
車
の
荷
台
を
覆
し
、
又
は
傾
け
る
こ
と
に
よ
り
鉱
物
等
（
湿
潤
な
も
の
を
除
く
。
）
を
積
み
卸
す
場
所
に
お
け
る
作
業
（
次
号
、
第
三
号
の
二
、
第
九
号
又
は
第
十
八
号
に
掲
げ

る
作
業
を
除
く
。
）

三
　
坑
内
の
、
鉱
物
等
を
破
砕
し
、
粉
砕
し
、
ふ
る
い
分
け
、
積
み
込
み
、
又
は
積
み
卸
す
場
所
に
お
け
る
作
業
（
次
号
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。

イ
　
湿
潤
な
鉱
物
等
を
積
み
込
み
、
又
は
積
み
卸
す
場
所
に
お
け
る
作
業

ロ
　
水
の
中
で
破
砕
し
、
粉
砕
し
、
又
は
ふ
る
い
分
け
る
場
所
に
お
け
る
作
業

ハ
　
設
備
に
よ
る
注
水
を
し
な
が
ら
ふ
る
い
分
け
る
場
所
に
お
け
る
作
業

三
の
二
　
ず
い
道
等
の
内
部
の
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
の
う
ち
、
鉱
物
等
を
積
み
込
み
、
又
は
積
み
卸
す
場
所
に
お
け
る
作
業

四
　
坑
内
に
お
い
て
鉱
物
等
（
湿
潤
な
も
の
を
除
く
。
）
を
運
搬
す
る
作
業
。
た
だ
し
、
鉱
物
等
を
積
載
し
た
車
を

け
ん牽

引
す
る
機
関
車
を
運
転
す
る
作
業
を
除
く
。

五
　
坑
内
の
、
鉱
物
等
（
湿
潤
な
も
の
を
除
く
。
）
を
充
て
ん
し
、
又
は
岩
粉
を
散
布
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
（
次
号
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。
）

五
の
二
　
ず
い
道
等
の
内
部
の
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
の
う
ち
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
を
吹
き
付
け
る
場
所
に
お
け
る
作
業

五
の
三
　
坑
内
で
あ
つ
て
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
の
二
ま
で
又
は
前
二
号
に
規
定
す
る
場
所
に
近
接
す
る
場
所
に
お
い
て
、
粉
じ
ん
が
付
着
し
、
又
は
堆
積
し
た
機
械
設
備
又
は
電
気
設
備
を
移
設
し
、
撤
去
し
、
点
検
し
、
又
は
補

修
す
る
作
業

六
　
岩
石
又
は
鉱
物
を
裁
断
し
、
彫
り
、
又
は
仕
上
げ
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
（
第
十
三
号
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。

イ
　
火
炎
を
用
い
て
裁
断
し
、
又
は
仕
上
げ
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業

ロ
　
設
備
に
よ
る
注
水
又
は
注
油
を
し
な
が
ら
、
裁
断
し
、
彫
り
、
又
は
仕
上
げ
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業

七
　
研
磨
材
の
吹
き
付
け
に
よ
り
研
磨
し
、
又
は
研
磨
材
を
用
い
て
動
力
に
よ
り
、
岩
石
、
鉱
物
若
し
く
は
金
属
を
研
磨
し
、
若
し
く
は
ば
り
取
り
し
、
若
し
く
は
金
属
を
裁
断
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
（
前
号
に
掲
げ
る
作
業
を

除
く
。
）
。
た
だ
し
、
設
備
に
よ
る
注
水
又
は
注
油
を
し
な
が
ら
、
研
磨
材
を
用
い
て
動
力
に
よ
り
、
岩
石
、
鉱
物
若
し
く
は
金
属
を
研
磨
し
、
若
し
く
は
ば
り
取
り
し
、
又
は
金
属
を
裁
断
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
を
除
く
。

八
　
鉱
物
等
、
炭
素
を
主
成
分
と
す
る
原
料
（
以
下
「
炭
素
原
料
」
と
い
う
。
）
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
は
く
を
動
力
に
よ
り
破
砕
し
、
粉
砕
し
、
又
は
ふ
る
い
分
け
る
場
所
に
お
け
る
作
業
（
第
三
号
、
第
十
五
号
又
は
第
十
九
号
に
掲

げ
る
作
業
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。

イ
　
水
又
は
油
の
中
で
動
力
に
よ
り
破
砕
し
、
粉
砕
し
、
又
は
ふ
る
い
分
け
る
場
所
に
お
け
る
作
業

ロ
　
設
備
に
よ
る
注
水
又
は
注
油
を
し
な
が
ら
、
鉱
物
等
又
は
炭
素
原
料
を
動
力
に
よ
り
ふ
る
い
分
け
る
場
所
に
お
け
る
作
業

ハ
　
屋
外
の
、
設
備
に
よ
る
注
水
又
は
注
油
を
し
な
が
ら
、
鉱
物
等
又
は
炭
素
原
料
を
動
力
に
よ
り
破
砕
し
、
又
は
粉
砕
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業

九
　
セ
メ
ン
ト
、
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
又
は
粉
状
の
鉱
石
、
炭
素
原
料
若
し
く
は
炭
素
製
品
を
乾
燥
し
、
袋
詰
め
し
、
積
み
込
み
、
又
は
積
み
卸
す
場
所
に
お
け
る
作
業
（
第
三
号
、
第
三
号
の
二
、
第
十
六
号
又
は
第
十
八
号
に
掲
げ

る
作
業
を
除
く
。
）

十
　
粉
状
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
酸
化
チ
タ
ン
を
袋
詰
め
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
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十
一
　
粉
状
の
鉱
石
又
は
炭
素
原
料
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
す
る
物
を
製
造
し
、
又
は
加
工
す
る
工
程
に
お
い
て
、
粉
状
の
鉱
石
、
炭
素
原
料
又
は
こ
れ
ら
を
含
む
物
を
混
合
し
、
混
入
し
、
又
は
散
布
す
る
場
所
に
お
け
る

作
業
（
次
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。
）

十
二
　
ガ
ラ
ス
又
は
ほ
う
ろ
う
を
製
造
す
る
工
程
に
お
い
て
、
原
料
を
混
合
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
又
は
原
料
若
し
く
は
調
合
物
を
溶
解
炉
に
投
げ
入
れ
る
作
業
。
た
だ
し
、
水
の
中
で
原
料
を
混
合
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
を
除

く
。

十
三
　
陶
磁
器
、
耐
火
物
、
け
い
藻
土
製
品
又
は
研
磨
材
を
製
造
す
る
工
程
に
お
い
て
、
原
料
を
混
合
し
、
若
し
く
は
成
形
し
、
原
料
若
し
く
は
半
製
品
を
乾
燥
し
、
半
製
品
を
台
車
に
積
み
込
み
、
若
し
く
は
半
製
品
若
し
く
は
製

品
を
台
車
か
ら
積
み
卸
し
、
仕
上
げ
し
、
若
し
く
は
荷
造
り
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
又
は
窯
の
内
部
に
立
ち
入
る
作
業
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。

イ
　
陶
磁
器
を
製
造
す
る
工
程
に
お
い
て
、
原
料
を
流
し
込
み
成
形
し
、
半
製
品
を
生
仕
上
げ
し
、
又
は
製
品
を
荷
造
り
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業

ロ
　
水
の
中
で
原
料
を
混
合
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業

十
四
　
炭
素
製
品
を
製
造
す
る
工
程
に
お
い
て
、
炭
素
原
料
を
混
合
し
、
若
し
く
は
成
形
し
、
半
製
品
を
炉
詰
め
し
、
又
は
半
製
品
若
し
く
は
製
品
を
炉
出
し
し
、
若
し
く
は
仕
上
げ
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
。
た
だ
し
、
水
の
中

で
原
料
を
混
合
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
を
除
く
。

十
五
　
砂
型
を
用
い
て
鋳
物
を
製
造
す
る
工
程
に
お
い
て
、
砂
型
を
造
型
し
、
砂
型
を
壊
し
、
砂
落
と
し
し
、
砂
を
再
生
し
、
砂
を
混
練
し
、
又
は
鋳
ば
り
等
を
削
り
取
る
場
所
に
お
け
る
作
業
（
第
七
号
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。
）
。

た
だ
し
、
設
備
に
よ
る
注
水
若
し
く
は
注
油
を
し
な
が
ら
、
又
は
水
若
し
く
は
油
の
中
で
、
砂
を
再
生
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
を
除
く
。

十
六
　
鉱
物
等
（
湿
潤
な
も
の
を
除
く
。
）
を
運
搬
す
る
船
舶
の
船
倉
内
で
鉱
物
等
（
湿
潤
な
も
の
を
除
く
。
）
を
か
き
落
と
し
、
若
し
く
は
か
き
集
め
る
作
業
又
は
こ
れ
ら
の
作
業
に
伴
い
清
掃
を
行
う
作
業
（
水
洗
す
る
等
粉
じ
ん

の
飛
散
し
な
い
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

十
七
　
金
属
そ
の
他
無
機
物
を
製
錬
し
、
又
は
溶
融
す
る
工
程
に
お
い
て
、
土
石
又
は
鉱
物
を
開
放
炉
に
投
げ
入
れ
、
焼
結
し
、
湯
出
し
し
、
又
は
鋳
込
み
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
。
た
だ
し
、
転
炉
か
ら
湯
出
し
し
、
又
は
金
型

に
鋳
込
み
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
を
除
く
。

十
八
　
粉
状
の
鉱
物
を
燃
焼
す
る
工
程
又
は
金
属
そ
の
他
無
機
物
を
製
錬
し
、
若
し
く
は
溶
融
す
る
工
程
に
お
い
て
、
炉
、
煙
道
、
煙
突
等
に
付
着
し
、
若
し
く
は
堆
積
し
た
鉱
さ
い
又
は
灰
を
か
き
落
と
し
、
か
き
集
め
、
積
み
込

み
、
積
み
卸
し
、
又
は
容
器
に
入
れ
る
場
所
に
お
け
る
作
業

十
九
　
耐
火
物
を
用
い
て
窯
、
炉
等
を
築
造
し
、
若
し
く
は
修
理
し
、
又
は
耐
火
物
を
用
い
た
窯
、
炉
等
を
解
体
し
、
若
し
く
は
破
砕
す
る
作
業

二
十
　
屋
内
、
坑
内
又
は
タ
ン
ク
、
船
舶
、
管
、
車
両
等
の
内
部
に
お
い
て
、
金
属
を
溶
断
し
、
又
は
ア
ー
ク
を
用
い
て
ガ
ウ
ジ
ン
グ
す
る
作
業

二
十
の
二
　
金
属
を
ア
ー
ク
溶
接
す
る
作
業

二
十
一
　
金
属
を
溶
射
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業

二
十
二
　
染
土
の
付
着
し
た

い藺
草
を

く
ら庫

入
れ
し
、

く
ら庫

出
し
し
、
選
別
調
整
し
、
又
は
製
織
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業

二
十
三
　
長
大
ず
い
道
（
著
し
く
長
い
ず
い
道
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
内
部
の
、
ホ
ッ
パ
ー
車
か
ら
バ
ラ
ス
ト
を
取
り
卸
し
、
又
は
マ
ル
チ
プ
ル
タ
イ
タ
ン
パ
ー
に
よ
り
道
床
を
突
き
固
め
る
場

所
に
お
け
る
作
業

二
十
四
　
石
綿
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
合
剤
し
、
紡
績
し
、
紡
織
し
、
吹
き
付
け
し
、
積
み
込
み
、
若
し
く
は
積
み
卸
し
、
又
は
石
綿
製
品
を
積
層
し
、
縫
い
合
わ
せ
、
切
断
し
、
研
磨
し
、
仕
上
げ
し
、
若
し
く
は
包
装
す
る
場
所
に
お

け
る
作
業
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様
式
第
１
号
　
削
除

様
式
第
２
号
（
第
１
３
条
関
係
）
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様
式
第
３
号
（
第
１
３
条
、
第
２
０
条
、
第
２
２
条
関
係
）

様式第3号(第13条、第20条、第22条関係) 

じ ん 肺 健 康 診 断 結 果 証 明 書 

ふりがな   性 別 生 年 月 日 粉じん作業職歴 

氏 名   男 女 年  月  日 

現

在

の

事

業

場

に

来

る

前 

事 業 場 名 及 び 粉 じ ん 作 業 名 期 間 年 数 

住 所 
  事 業 場 名 

粉じん作業名 
(  号)  年 月 か

ら 

 年 月 ま
で 

 年 月 

(変更) 事 業 場 名 

粉じん作業名 
(  号)  年 月 か

ら 
 年 月 ま

で 

 年 月 

事 業 場 
名 称   業 種   

事 業 場 名 

粉じん作業名 
(  号)  年 月 

か
ら 

 年 月 
ま
で 

 年 月 所在地   

じん肺の経過 事 業 場 名 

粉じん作業名 
(  号)  年 月 か

ら 

 年 月 ま
で 

 年 月 

初めてのじん肺有所見の診断    年 
事 業 場 名 

粉じん作業名 
(  号)  年 月 か

ら 

 年 月 ま
で 

 年 月 
前 2 回 の

決定状況 

決定年月  年 月 
じん肺管
理 区 分 

  PR F 

決定年月  年 月 
じん肺管
理 区 分 

  PR F 事 業 場 名 

粉じん作業名 
(  号)  年 月 か

ら 

 年 月 ま
で 

 年 月 
決 定 年 月 じん肺管理区分 PR F 決 定 年 月 じん肺管理区分 PR F 

年 月       年 月       粉 じ ん 作 業 に 従 事 し た 期 間 の 合 計 年  月 

年 月       年 月       

現

在

の

事

業

場

に

来

て

か

ら 

粉 じ ん 作 業 名 期 間 年 数 累 計 

年 月       年 月       (  号)  年 月 か
ら 

 年 月 ま
で 

年 月 年 月 

年 月       年 月       
(  号)  年 月 か

ら 

 年 月 ま
で 

年 月 年 月 
既 往 歴 

(  号)  年 月 か
ら 

 年 月 ま
で 

年 月 年 月 
肺 結 核 歳 心 臓 疾 患 

歳 (  号)  年 月 か
ら 

 年 月 ま
で 

年 月 年 月 胸 膜 炎 歳 

気 管 支 炎 歳 

  

そ の 他 の 胸 部 疾 患 

  
歳 

歳 

歳 

(  号)  年 月 か
ら 

 年 月 ま
で 

年 月 年 月 

気 管 支 拡 張 症 歳 
(  号)  年 月 か

ら 

 年 月 ま
で 

年 月 年 月 
気 管 支 喘 息 歳   

(  号)  年 月 か
ら 

 年 月 ま
で 

年 月 年 月 肺 気 腫 歳   

  
エックス線写真による検査 肺 機 能 検 査 

 

4．エックス線写真の像 

イ．小陰影の区分( ) 

  
1．身 長   m       年齢満   歳 

  
2．1秒量予測値   l     3．肺活量予測値   l 

  
像 区 分 タイプ 

  
  

粒 状 形 ／ p q r 
第

一 

検 査 年 月 日 年  月  日 年  月  日 

不整形陰影 ／   肺 活 量 l l 

ぜん 

しゅ 

11



ロ．大陰影の区分( A B C ) 

ハ．付加記載事項(pl plc co bu ca cv em es px tb) 

次

検

査 

努 力 肺 活 量 l l 

1．撮影年月日 年 月 日 

2．写 真 番 号      

3．撮 影 条 件    KV 

           mA3 

増感紙       

1 秒 量 l l 

1 秒 率     ％     ％ 

  年  月  日  医療機関の名称及び所在地 

医師氏名                 

％ 1 秒 量     ％     ％ 

％ 肺 活 量     ％     ％ 

第

二

次

検

査 

検 査 年 月 日 年  月  日 年  月  日 
胸部に関する臨床検査 年  月  日 

医療機関の名称

及 び 所 在 地 

医師氏名 

 

採 血 の 部 位     
検査年月日    年  月  日 

採血から分析終了までの時間 分 分 

自

覚

症

状 

呼吸困難 ⅠⅡⅢⅣⅤ 
他

覚

所

見 

チアノーゼ ＋ － 
酸 素 分 圧 Torr Torr 

せ き ＋ － ば ち 状 指 ＋ － 
炭 酸 ガ ス 分 圧 Torr Torr 

た ん ＋ － 
副 雑 音 ＋ －(部位    ) 肺胞気道脈血酸素分圧較差    Torr    Torr 

心悸亢進 ＋ － 
判定 F(－ ＋ )           医療機関の名称及び所在地            

年  月  日           医師氏名                    

そ の 他   そ の 他   

喫 煙 歴 
なし、やめた、吸っている 

( )本／日×( )年 (  ～  )歳 

合併症に関する検査  

医師意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師氏名 

検 査 年 月 日 年  月  日 肺

結

核

以

外

の

合

併

症

に

関

す

る

検

査 

結 核 菌 たん 
塗 抹  ＋ － 

滲 出 液 
塗 抹  ＋－ 

自 覚 症 状   
培 養  ＋ － 培 養  ＋－ 

た ん 

年 月 日 年  月  日 年  月  日 

結

核

精

密

検

査 

結 核 菌 
塗 抹      ＋     － 量 ml ml 

培 養      ＋     － 性 状     

エ ッ ク ス 線

特 殊 撮 影 

撮影法 (             ) 

所 見 

喀 痰

細 胞 診 

年 月 日 ( 初日 ) 年  月  日 

所 見   

エックス線

特殊撮影 

年 月 日 年  月  日 

撮 影 法 らせんCT、その他(     ) 

所 見   

赤血球沈降速度 
1時間値             mm 

そ の 他 の 所 見   2時間値             mm 

ツベルクリン反応      mm×     mm 

判定 
医療機関の名称及び所在地                

年  月  日  医師氏名                        

備考 第十条第二項の規定によりたんに関する検査及びエックス線特殊撮影による検査以外の検査を省略したときは、当該省略した検査に係る欄の記入を要しないこと。 

きこう 

まつ まつ 

しん 

まつ 

かく たん 
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様
式
第
４
号
（
第
１
６
条
関
係
）

様式第4号(第16条関係) 

番     号   

年  月  日   

じん肺管理区分決定通知書 

          殿 

都道府県労働局長  印  

年  月  日本職あて 
提出 

申請 
のあつたじん肺管理区分の決定に関する 

提出 

申請 
に基 

づき、じん肺法 

第13条第2項(同法第16条の2第2項において準用する場合を含む。) 

第15条第3項において準用する同法第13条第2項 

第16条第2項において準用する同法第13条第2項 

の 

規定により下記のとおりじん肺管理区分を決定したので通知します。 
 なお、この決定について不服があるときは、この決定があつたことを知つた日の翌日から
起算して3か月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、決定が
あつた日から1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。 
 また、この決定に対する取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後に、国を被告として(訴
訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、裁決があつたことを知つた日の翌日か
ら起算して6か月以内に提起することができます。ただし、裁決があつた日から1年を経過し
た場合は、提起することができません。 
 なお、決定に対する取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起すること
ができませんが、①審査請求があつた日から3か月を経過しても裁決がないとき、②決定、決
定の執行又は手続の進行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③そ
の他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、裁決を
経ないで提起することができます。 

記 

氏 名 住 所 
じん肺
管 理
区 分 

備 考 

じん肺健康診断の結果 療養
の要
否  

エックス線写真
の像 

肺 機 能
の 障 害 

かかつている
合併症の名称 

    

管理1 
管理2 
管理3イ 
管理3ロ 
管理4 

P R 0 
P R 1 
P R 2 
P R 3 
P R 4(A，B) 
P R 4(C) 

F(－) 
F(＋) 
F( ) 

  

要

否 

    

管理1 
管理2 
管理3イ 
管理3ロ 
管理4 

P R 0 
P R 1 
P R 2 
P R 3 
P R 4(A，B) 
P R 4(C) 

F(－) 
F(＋) 
F( ) 

  

要

否 

    

管理1 
管理2 
管理3イ 
管理3ロ 
管理4 

P R 0 
P R 1 
P R 2 
P R 3 
P R 4(A，B) 
P R 4(C) 

F(－) 
F(＋) 
F( ) 

  

要

否 

備考 「じん肺健康診断の結果」の欄の記号は、それぞれ次の意味を表すものであること。 
   PR0 じん肺の所見がない。 
   PR1 エックス線写真の像が第1型である。 
   PR2 エックス線写真の像が第2型である。 
   PR3 エックス線写真の像が第3型である。 
   PR4(A，B) エックス線写真の像が第4型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の

3分の1以下のもの)である。 
   PR4(C) エックス線写真の像が第4型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の

3分の1を超えるもの)である。 
   F(－) じん肺による肺機能の障害がない。 
   F(＋) じん肺による肺機能の障害がある。 
   F( ) じん肺による著しい肺機能の障害がある。  
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様
式
第
５
号
（
第
１
７
条
関
係
）

様式第5号(第17条関係) 

じん肺管理区分等通知書 

 氏名 

 住所 

   年  月  日都道府県労働局長により、じん肺法 
 第13条第2項(同法第16条の2 
 第16条第2項において準用す 

第2項において準用する場合を含む。) 
る同法第13条第2項 

 の規定に基づきじん肺管理区分が決定されたの 

で通知します。 

  健 康 管 理 上 留 意 す べ き 事 項 

じ

ん

肺

管

理

区

分 

管 理 1 じん肺の所見はなく、特に就業上の制限はありません。 

管 理 2 粉じんにさらされる程度を少なくすることが必要です。 

管 理 3イ 
粉じんにさらされる程度を少なくすることが必要です。場合によつて
は、粉じん作業から作業転換することが望まれます。 

管 理 3ロ 粉じん作業から作業転換することが望まれます。 

管 理 4 療養が必要です。 

合
併
症 

(    )
にかかつて
いる。 

療養が必要です。 

       年  月  日 
職               

事業者             印   
氏名              

 

 備考 

  1 「じん肺管理区分」の欄は、該当するじん肺管理区分を〇で囲むこと。 

  2 「合併症」の欄は、合併症にかかつている場合に、( )の中にその合併症の名称を

記入すること。 
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様
式
第
７
号
（
第
３
５
条
関
係
）

様式第7号(第35条関係) 

 第一面 

第   号 
所 属 庁 

        職 名 
        氏 名 

年  月  日生  

 医師免許番号                            

    所属庁    

じん肺診査医の証 

  印  

     令和  年  月  日発行 

 第二面 

  じん肺法(抄) 

 (じん肺診査医の権限) 

第40条 じん肺診査医は、前条第2項又は第3項の規定による職務を行うため必要がある

ときは、その必要の限度において、粉じん作業を行う事業場に立ち入り、労働者その

他の関係者に質問し、又はエックス線写真若しくは診療録その他の物件を検査するこ

とができる。 

2 前項の規定により立入検査をするじん肺診査医は、その身分を示す証票を携帯し、関

係者に提示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

 第三面 

 〔参考〕 

 (じん肺診査医) 

第39条 (第1項 略) 

2 中央じん肺診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関す

る事務を行うものとする。 

3 地方じん肺診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関す

る事務を行うほか、第21条第4項の規定による指示に関する事務に参画するものとす

る。 

 (第4項及び第5項 略) 

 第四面 

(余白) 

 (縦7.0センチメートル、横11.0センチメートル) 
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